
林第 757 号  

 

令和８年度県営林材売払い一般競争入札の参加資格審査申請の受付 

 

 県営林材売払いに係る一般競争入札参加資格の審査基準等（平成 20 年３月 28 日岡山県告示第

172 号）に定める岡山県造林事業等特別会計に属する県営林材売払いに係る一般競争入札に参加し

ようとする者の入札参加資格審査申請の受付を次のとおり実施する。 

 

 令和８年３月 19 日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太   

 

１ 申請書の配布方法 

(1) 配布期間  令和８年３月 19 日(木)から令和８年５月 22 日(金)まで（県の休日（岡

山県の休日を定める条例（平成元年岡山県条例第２号）第１条第１項に規定す

る休日をいう。）を除く。）の午前９時から午後５時まで 

(2) 配布場所  岡山県農林水産部林政課（郵送請求可） 

         岡山県農林水産部林政課ホームページからダウンロード可。 

 

２ 申請書の提出方法 

(1) 提出期間  令和８年３月 19 日(木)から令和８年５月 22 日(金)まで（県の休日を除

く。）の午前９時から午後５時まで 

(2) 提出場所   〒700-8570 

          岡山市北区内山下二丁目４番６号 

          岡山県農林水産部林政課森林経営班 

(3) 提出方法  持参又は郵送（郵送の場合は、配達記録郵便その他これに準じる方法によ

ることとし、提出期間内に必着とする。） 

(4) 提出部数  １部 

(5) 提出書類 

ア 入札参加資格審査申請書 

イ 木材取扱実績調書 

ウ 岡山県県民局長が発行した県税（延滞金等を含む。）の納税証明書 

エ 岡山県内の市町村長が発行した市町村税（延滞金等を含む。）の納税証明書 

オ 税務署長が発行した消費税及び地方消費税の納税証明書 

 

３ 入札参加者に必要な資格 

(1) 岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録条例（昭和 32 年岡山県条例第 21 号）に

基づく登録を受けている者で、木材の売買又は加工に関する営業の経験年数が２年以上のもの

であること。 

(2) 年間の木材取扱量が 500m3 以上であること。 

(3) 資本金の額又は営業の資金が 100 万円以上であること。 

(4) 都道府県税、市町村税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

 

４ 審査等の方法 

 申請書を提出した者について、３(1)から(4)までの事項について審査し、資格基準に

適合する者を入札参加資格者名簿に登載し、登載された者に通知する。 

 なお、参加資格者名簿は一般の閲覧に供するとともに、岡山県農林水産部林政課ホー

ムページにおいて公表するものとする。 


